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大津市告示第208号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、平成27年８月17日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成27年８月17日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間
変 更 の

前後の別

敷 地 の 幅 員

（メートル）

延 長

(メートル)

市道幹2020号線
大津市上田上牧町字横落846番１地先から

大津市上田上牧町字横落846番１地先まで

変更前 最小23.0～最大126.0 16.0

変更後 最小17.0～最大23.0 16.0

市道南4302号線
大津市大石龍門六丁目字大奥823番地先から

大津市大石龍門六丁目字大奥824番地先まで

変更前 最小 4.4～最大 6.8 73.8

変更後 最小 5.4～最大14.4 73.8

市道南4304号線
大津市大石龍門六丁目字大奥833番地先から

大津市大石龍門六丁目字大奥831番地先まで

変更前 最小 3.8～最大 4.1 38.5

変更後 最小 5.0～最大 5.8 38.5

市道東3002号線
大津市大江二丁目字八斗釜2003番１地先から

大津市大江二丁目字八斗釜2004番地先まで

変更前 最小 4.4～最大 4.8 7.2

変更後 最小 4.4～最大 5.9 7.2

市道東3470号線
大津市大江五丁目字権現636番５地先から

大津市大江五丁目字権現636番５地先まで

変更前 6.0 0.8

変更後 6.0 0.2

市道東4215号線
大津市大萱二丁目字東野1183番地先から

大津市大萱二丁目字正林坊2640番８地先まで

変更前 最小 2.9～最大 6.3 12.0

変更後 最小 2.9～最大 7.0 12.0

（平成27年８月17日掲示済）
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大津市告示第209号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成27年８月17日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成27年８月17日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間 供用開始年月日

市道南4302号線
大津市大石龍門六丁目字大奥823番地先から

大津市大石龍門六丁目字大奥824番地先まで
平成27年８月17日

市道南4304号線
大津市大石龍門六丁目字大奥833番地先から

大津市大石龍門六丁目字大奥831番地先まで
平成27年８月17日

市道東3002号線
大津市大江二丁目字八斗釜2003番１地先から

大津市大江二丁目字八斗釜2004番地先まで
平成27年８月17日

市道東4215号線
大津市大萱二丁目字東野1183番地先から

大津市大萱二丁目字正林坊2640番８地先まで
平成27年８月17日

（平成27年８月17日掲示済）

大津市告示第214号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日

リジョイス薬局大津店 大津市富士見台14番19号 育成医療及び更生医療 薬局 平成27年10月１日

大津市告示第215号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機

関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

１ 新たに指定したもの

名  称 所 在 地 申 請 者
指定の

種 別
指定年月日

仰木の里歯科医院 大津市仰木の里一丁目15番

７号

扇谷 文 歯科 平成27年

１月１日

くどうクリニック 大津市浜大津三丁目７番２

号

工藤 卓 医科 平成27年

７月１日

２ 変更の届出があったもの

名  称 所 在 地 開 設 者
指定の

種 別
変更年月日

ティエス調剤薬局くろづ

店

大津市黒津二丁目16番23号（変更前）

有限会社ティエスプラ

ン

調剤 平成27年

７月１日

（変更後）

株式会社ティエスプラ

ン

３ 廃止の届出があったもの
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名  称 所 在 地 開 設 者
指定の

種 別
廃止年月日

仰木の里歯科医院 大津市仰木の里一丁目15

番７号

垣下 力 歯科 平成26年

12月31日

大津市告示第216号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づく指定介護機関のうち変更の届出があったものについて、

同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

変 更

年月日

在宅リハビリテー

ション支援センタ

ー・デイサービス

リハビリパーク

（変更前）

大津市衣川一丁目

11番21号

株式会社リハビ

リパートナーズ

大津市雄琴北二丁

目28番19号

通所介護・介護

予防通所介護

平成27年

７月１日

（変更後）

大津市雄琴北一丁

目14番21号

居宅介護支援事業

所坂本

（変更前）

大津市下阪本六丁

目19番１号

医療法人社団洛

和会

京都市中京区西ノ

京車坂町９番地

居宅介護支援 平成27年

７月１日

（変更後）

大津市下阪本六丁

目13番11号

大津市告示第217号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施術所所在地 施術の種別
指 定

年月日

佐藤 政雄 京都市東山区新宮川

筋五条上る田中町

505番地

絆治療院 大津市枝四丁目９番

８号

はり

きゅう

あん摩

マッサージ

平成27年

６月９日

大津市告示第218号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号)の規定に基づく指定医療機関のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のと

おり告示する。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

名  称 所 在 地 開 設 者 指定の種別
変 更

年月日

ティエス調剤薬局くろづ

店

大津市黒津二丁目16番23号 （変更前）

有限会社ティエスプラ

ン

調剤 平成27年

７月１日
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（変更後）

株式会社ティエスプラ

ン

大津市告示第219号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づく指定介護機関のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のと

おり告示する。

平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者
主たる事務所

の 所 在 地
サービスの種類

変 更

年月日

在宅リハビリテー

ション支援センタ

ー・デイサービス

リハビリパーク

（変更前）

大津市衣川一丁目

11番21号

株式会社リハビ

リパートナーズ

大津市雄琴北二丁

目28番19号

通所介護・介護

予防通所介護

平成27年

７月１日

（変更後）

大津市雄琴北一丁

目14番21号

居宅介護支援事業

所坂本

（変更前）

大津市下阪本六丁

目19番１号

医療法人社団洛

和会

京都市中京区西ノ

京車坂町９番地

居宅介護支援 平成27年

７月１日

（変更後）

大津市下阪本六丁

目13番11号

大津市告示第220号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

指 定

年月日

介 護 保 険

事業所番号

ヘルパーステ

ーションゆず

大津市稲津二丁

目３番30号

特定非営利活動法人

結づ

理事長 前川 ふ

さ子

大津市稲津一丁

目７番26号

訪問介護 平成27年

８月１日

2570104311

地域生活サポ

ートセンター

ｈａｃｃｉは

っち

大津市関津四丁

目７番１号

ｂｒｉｌｌｉａｎｔ

合同会社

代表社員 丹保

晴彦

大津市関津四丁

目７番２号

訪問介護 平成27年

８月１日

2570104329

大津市告示第221号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美
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事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

介 護 保 険

事業所番号

廃 止

年月日

アサヒサンク

リーン在宅介

護センター大

津

大津市丸の内町

１番23号

アサヒサンクリーン

株式会社

代表取締役 山田

賢治

静岡市葵区本通

十丁目８番地の

１

訪問介護 2570100269 平成27年

６月30日

ヘルパーステ

ーションゆず

大津市稲津二丁

目３番30号

有限会社あったか介

護サービス湯ず

代表取締役 前川

ふさ子

大津市稲津一丁

目７番24号

訪問介護 2570101150 平成27年

７月31日

大津市告示第222号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

指 定

年月日

介 護 保 険

事業所番号

ヘルパーステ

ーションゆず

大津市稲津二丁

目３番30号

特定非営利活動法人

結づ

理事長 前川 ふ

さ子

大津市稲津一丁

目７番26号

介護予防

訪問介護

平成27年

８月１日

2570104311

地域生活サポ

ートセンター

ｈａｃｃｉは

っち

大津市関津四丁

目７番１号

ｂｒｉｌｌｉａｎｔ

合同会社

代表社員 丹保

晴彦

大津市関津四丁

目７番２号

介護予防

訪問介護

平成27年

８月１日

2570104329

大津市告示第223号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として指定した次の者から､

事業の廃止の届出があった。

  平成27年９月１日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

介 護 保 険

事業所番号

廃 止

年月日

アサヒサンク

リーン在宅介

護センター大

津

大津市丸の内町

１番23号

アサヒサンクリーン

株式会社

代表取締役 山田

賢治

静岡市葵区本通

十丁目８番地の

１

介護予防

訪問介護

2570100269 平成27年

６月30日

ヘルパーステ

ーションゆず

大津市稲津二丁

目３番30号

有限会社あったか介

護サービス湯ず

代表取締役 前川

ふさ子

大津市稲津一丁

目７番24号

介護予防

訪問介護

2570101150 平成27年

７月31日


